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○広島市児童福祉施設設備基準等条例 

平成24年12月18日 

条例第58号 

改正 平成25年９月30日条例第35号 

平成26年10月１日条例第56号 

平成29年３月24日条例第16号 

平成30年３月29日条例第17号 

平成31年３月15日条例第11号 

令和元年12月17日条例第22号 

令和３年３月29日条例第18号 

令和３年６月29日条例第42号 

令和４年３月18日条例第24号 

令和５年３月16日条例第14号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第21条

の５の４第１項第２号、第21条の５の15第３項第１号（法第21条の５の16第４項におい

て準用する場合及びこれらの規定を法第21条の５の17第１項の規定により適用する場合

を含む。）、第21条の５の17第１項各号、第21条の５の19第１項及び第２項、第24条

の９第３項（法第24条の10第４項及び第24条の13第２項において準用する場合を含

む。）、第24条の12第１項及び第２項、第34条の８の２第１項、第34条の16第１項並

びに第45条第１項の規定に基づき、児童福祉施設の設備及び運営の基準等を定めるもの

とする。 

（平26条例56・平30条例17・平31条例11・一部改正） 

（基準該当通所支援事業の人員、設備及び運営の基準） 

第２条 法第21条の５の４第１項第２号の条例で定めるものは、次項から第９項までに規

定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。 

(1) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平

成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準省令」という。）第54条の６か

ら第54条の12まで、第71条の３から第71条の６まで及び第83条 

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令
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和３年厚生労働省令第10号。以下「令和３年改正省令」という。）附則第３条及び第

４条（これらの規定中令和３年改正省令第８条の規定による改正後の指定通所支援基

準省令（以下「令和３年新指定通所支援基準省令」という。）に関する部分に限

る。） 

(3) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和４年厚生

労働省令第159号。以下「令和４年11月改正省令」という。）附則第２条（令和４年

11月改正省令第３条の規定による改正後の指定通所支援基準省令に関する部分に限

る。） 

(4) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和４年厚生

労働省令第175号。以下「令和４年12月改正省令」という。）附則第３条 

２ 基準該当児童発達支援事業者及び基準該当放課後等デイサービス事業者（以下「基準

該当児童発達支援事業者等」という。）は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障

害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき障害児に

対して基準該当通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施す

ることその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に基準該当通所

支援を提供しなければならない。 

３ 基準該当児童発達支援事業者等は、当該基準該当児童発達支援事業者等を利用する障

害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った基準該当通所支援の提

供に努めなければならない。 

４ 基準該当児童発達支援事業者等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行

い、都道府県、市町村（特別区を含む。）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成17年法律第123号）第５条第１項に規定する障害福祉サービ

スを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

の連携に努めなければならない。 

５ 基準該当児童発達支援事業者等は、当該基準該当児童発達支援事業者等を利用する障

害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業

者及び管理者に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

６ 基準該当児童発達支援事業者等は、その運営規程に障害児に対し緊急やむを得ない理

由で身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為を行う場合の要件等に関する事項を

定めなければならない。 

７ 基準該当児童発達支援事業者等は、その管理者に対し、その資質の向上のための研修
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の機会を確保しなければならない。 

８ 基準該当児童発達支援事業者等は、非常災害時に地域住民等との連携が円滑に行える

よう、日頃から地域住民等との連携に努めなければならない。 

９ 基準該当児童発達支援事業者等は、その提供した基準該当通所支援に関する障害児及

び通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に対応するために、その従

業者及び管理者以外の者を関与させるよう努めなければならない。 

（平25条例35・平30条例17・平31条例11・令３条例18・令３条例42・令５条例

14・一部改正） 

（指定障害児通所支援事業者の指定に係る対象者） 

第３条 法第21条の５の15第３項第１号（法第21条の５の16第４項において準用する場合

及びこれらの規定を法第21条の５の17第１項の規定により適用する場合を含む。）の条

例で定める者は、児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）第18条の34第１項に

規定する者とする。 

（平30条例17・平31条例11・一部改正） 

（共生型障害児通所支援事業の人員、設備及び運営の基準） 

第４条 法第21条の５の17第１項各号に規定する条例で定める基準は、次項に規定するも

ののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。 

(1) 指定通所支援基準省令第３条、第54条の２から第54条の５まで、第71条の２及び

第83条 

(2) 令和３年改正省令附則第３条及び第４条（これらの規定中令和３年新指定通所支援

基準省令に関する部分に限る。） 

(3) 令和４年11月改正省令附則第２条（令和４年11月改正省令第３条の規定による改正

後の指定通所支援基準省令に関する部分に限る。） 

(4) 令和４年12月改正省令附則第３条 

２ 第２条第６項から第９項までの規定は、前項の条例で定める基準について準用する。

この場合において、これらの規定中「基準該当児童発達支援事業者等」とあるのは「共

生型障害児通所支援事業者」と、同条第９項中「基準該当通所支援」とあるのは「共生

型通所支援」と読み替えるものとする。 

（平31条例11・追加、令３条例18・令３条例42・令５条例14・一部改正） 

（指定通所支援事業の人員、設備及び運営の基準） 

第５条 法第21条の５の19第１項及び第２項に規定する条例で定める基準は、次項に規定
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するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。 

(1) 指定通所支援基準省令第３条から第45条まで、第47条から第54条まで、第55条か

ら第71条まで、第71条の７から第75条まで及び第79条から第83条まで並びに附則第

３条 

(2) 令和３年改正省令附則第３条及び第４条（これらの規定中令和３年新指定通所支援

基準省令に関する部分に限る。） 

(3) 令和４年11月改正省令附則第２条（令和４年11月改正省令第３条の規定による改正

後の指定通所支援基準省令に関する部分に限る。） 

(4) 令和４年12月改正省令附則第３条 

２ 第２条第６項から第９項までの規定は、前項の条例で定める基準について準用する。

この場合において、これらの規定中「基準該当児童発達支援事業者等」とあるのは「指

定障害児通所支援事業者」と、同条第９項中「基準該当通所支援」とあるのは「指定通

所支援」と読み替えるものとする。 

（平30条例17・一部改正、平31条例11・旧第４条繰下・一部改正、令３条例

18・令３条例42・令５条例14・一部改正） 

（指定障害児入所施設の指定に係る対象者） 

第６条 法第24条の９第３項（法第24条の10第４項及び第24条の13第２項において準用

する場合を含む。）において準用する法第21条の５の15第３項第１号の条例で定める者

は、児童福祉法施行規則第25条の21の２第１項に規定する者とする。 

（平30条例17・一部改正、平31条例11・旧第５条繰下） 

（指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準） 

第７条 法第24条の12第１項及び第２項に規定する条例で定める基準は、次項から第４項

までに規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。 

(1) 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平

成24年厚生労働省令第16号。以下「指定障害児入所施設等基準省令」という。）第３

条から第42条まで及び第44条から第58条まで並びに附則第２条及び第３条 

(2) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の

一部を改正する省令（平成30年厚生労働省令第３号）附則第４条 

(3) 令和３年改正省令附則第３条及び第４条（これらの規定中令和３年改正省令第10条

の規定による改正後の指定障害児入所施設等基準省令に関する部分に限る。） 

(4) 令和４年11月改正省令附則第２条（令和４年11月改正省令第４条の規定による改正
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後の指定障害児入所施設等基準省令に関する部分に限る。） 

２ 指定障害児入所施設は、非常災害に備えるための訓練を行うに当たっては、昼間を想

定した訓練に加え、夜間を想定した訓練を行うよう努めなければならない。 

３ 指定障害児入所施設は、非常災害時の水、食料等の不足に備え、障害児、従業者、管

理者等のための水、食料等を備蓄するよう努めなければならない。 

４ 第２条第６項から第９項までの規定は、第１項の条例で定める基準について準用す

る。この場合において、これらの規定中「基準該当児童発達支援事業者等」とあるのは

「指定障害児入所施設」と、同条第９項中「基準該当通所支援」とあるのは「指定入所

支援」と、「通所給付決定保護者」とあるのは「入所給付決定保護者」と読み替えるも

のとする。 

（平30条例17・一部改正、平31条例11・旧第６条繰下・一部改正、令３条例

18・令３条例42・令４条例24・令５条例14・一部改正） 

（放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準） 

第８条 法第34条の８の２第１項に規定する条例で定める基準は、次項から第４項までに

規定するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。 

(1) 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第63

号。以下「放課後児童健全育成事業基準省令」という。）第２条から第21条まで（第

10条第３項を除く。） 

(2) 令和４年11月改正省令附則第２条（令和４年11月改正省令第７条の規定による改正

後の放課後児童健全育成事業基準省令に関する部分に限る。） 

２ 放課後児童健全育成事業所には、利用者（放課後児童健全育成事業基準省令第１条第

２項に規定する利用者をいう。）の安全上及び衛生上支障がないと認められるときは、

専用区画（放課後児童健全育成事業基準省令第９条第１項に規定する専用区画をい

う。）を設けることに代えて、遊び及び生活の場としての機能を備えた区画（その面積

が、児童１人につきおおむね1.65平方メートル以上のものに限る。）と静養するための

機能を備えた区画とを分離して設けることができる。 

３ 放課後児童支援員は、放課後児童健全育成事業基準省令第10条第３項各号のいずれか

に該当する者であって同項の研修を修了したもの（放課後児童健全育成事業者に新たに

採用された者であって、その新たに採用された日から起算して１年を経過する日の属す

る年度の末日までの間に当該研修を修了することが見込まれる者を含む。）でなければ

ならない。 



6/10 

４ 第２条第５項の規定は、第１項の条例で定める基準について準用する。この場合にお

いて、同条第５項中「基準該当児童発達支援事業者等は」とあるのは「放課後児童健全

育成事業者は」と、「当該基準該当児童発達支援事業者等を利用する障害児の人権の擁

護、」とあるのは「利用者（放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平

成26年厚生労働省令第63号）第１条第２項に規定する利用者をいう。）の」と、「従業

者及び管理者」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。 

（平26条例56・追加、平31条例11・旧第７条繰下・一部改正、令元条例22・令

５条例14・一部改正） 

（家庭的保育事業等の設備及び運営の基準） 

第９条 法第34条の16第１項に規定する条例で定める基準は、次項から第５項までに規定

するもののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。 

(1) 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号。以

下「家庭的保育事業等基準省令」という。）第２条から第12条まで及び第14条から第

49条まで並びに附則第２条第２項及び第３条 

(2) 令和４年12月改正省令附則第４条 

２ 家庭的保育事業者等は、その職員、財産、収支及び利用乳幼児（家庭的保育事業等基

準省令第１条第２項に規定する利用乳幼児をいう。次項において同じ。）の処遇の状況

を明らかにする帳簿のうち、本市が支弁する法第51条第５号に規定する費用に係る帳簿

及びその根拠となる記録について、その費用を受領した日の属する年度の末日の翌日か

ら５年間、これを保存しなければならない。 

３ 第１項において引用する家庭的保育事業等基準省令第23条第３項、第31条第２項（保

育従事者の数のうちに保育士の数が占める割合に係る部分に限る。）、第34条第２項及

び第47条第２項（保育従事者の数のうちに保育士の数が占める割合に係る部分に限

る。）に規定する基準については、市長は、保育士の供給状況等に応じた適切な事業運

営の確保又は利用乳幼児の安全を確保するための体制の充実のため、規則で定めるとこ

ろにより、当該基準に従う範囲内で加重することができる。 

４ 保育所型事業所内保育事業所の乳児室の面積は、乳児又は満２歳に満たない幼児１人

につき3.3平方メートル以上とする。 

５ 第２条第５項及び第８項の規定は、第１項の条例で定める基準について準用する。こ

の場合において、同条第５項中「基準該当児童発達支援事業者等は」とあるのは「家庭

的保育事業者等は」と、「当該基準該当児童発達支援事業者等を利用する障害児の人権



7/10 

の擁護、」とあるのは「利用乳幼児（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

（平成26年厚生労働省令第61号）第１条第２項に規定する利用乳幼児をいう。）の」

と、「従業者及び管理者」とあるのは「職員」と、同条第８項中「基準該当児童発達支

援事業者等」とあるのは「家庭的保育事業者等」と読み替えるものとする。 

（平26条例56・追加、平31条例11・旧第８条繰下・一部改正、令３条例42・令

５条例14・一部改正） 

（児童福祉施設の設備及び運営の基準） 

第10条 法第45条第１項に規定する条例で定める基準は、次項から第６項までに規定する

もののほか、次に掲げる規定に規定する基準とする。 

(1) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号）第２条から

第36条の２まで、第37条から第85条まで及び第87条から第88条の５まで 

(2) 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令（平成10年厚生省令第15号）附則第

２条 

(3) 児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令（平成10年厚生省令第51号）附則第２

項 

(4) 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令（平成23年厚生労働省令第71号）附

則第２条、第３条及び第５条 

(5) 児童福祉施設最低基準及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令（平成23年厚

生労働省令第110号）附則第２条 

(6) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成24年厚生労

働省令第17号）附則第２条から第４条まで 

(7) 令和３年改正省令附則第３条及び第４条（これらの規定中令和３年改正省令第９条

の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に関する部分に限

る。） 

(8) 令和４年11月改正省令附則第２条（令和４年11月改正省令第１条の規定による改正

後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に関する部分に限る。） 

(9) 令和４年12月改正省令附則第２条 

２ 児童福祉施設（保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、障害児入所施設、

児童発達支援センター及び児童家庭支援センターを除く。）は、入所している者が日常

生活を営むために必要な金銭の管理等を入所している者に代わって行う場合は、その管

理等を適切に行うために必要な事項に関する規程を定めなければならない。 
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３ 児童福祉施設（幼保連携型認定こども園、児童厚生施設及び児童発達支援センターを

除く。）は、その職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳

簿のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用に係る帳簿及びその根

拠となる記録について、その費用を受領した日の属する年度の末日の翌日から５年間、

これを保存しなければならない。 

(1) 助産施設及び母子生活支援施設 本市が支弁する法第50条第６号の２に規定する費

用 

(2) 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設 

本市が支弁する法第50条第７号に規定する費用 

(3) 保育所 本市が支弁する法第51条第５号に規定する費用 

(4) 児童家庭支援センター 本市が支弁する当該児童家庭支援センターの運営のための

費用 

４ 児童福祉施設（保育所、幼保連携型認定こども園及び児童厚生施設を除く。）は、そ

の行った援助に関する入所している者及びその保護者等からの苦情に対応するために、

その職員以外の者を関与させなければならない。 

５ 児童館等屋内の児童厚生施設には、静養することができる場所を設けなければならな

い。 

６ 第２条第５項及び第８項、第７条第２項及び第３項並びに前条第４項の規定は、第１

項の条例で定める基準について準用する。この場合において、第２条第５項中「基準該

当児童発達支援事業者等は」とあるのは「児童福祉施設（幼保連携型認定こども園を除

く。）は」と、「当該基準該当児童発達支援事業者等を利用する障害児の人権の擁

護、」とあるのは「入所している者の」と、「従業者及び管理者」とあるのは「職員」

と、同条第８項中「基準該当児童発達支援事業者等」とあるのは「児童福祉施設（幼保

連携型認定こども園及び児童厚生施設を除く。）」と、第７条第２項及び第３項中「指

定障害児入所施設」とあるのは「児童福祉施設（保育所、幼保連携型認定こども園、児

童厚生施設、児童発達支援センター及び児童家庭支援センターを除く。）」と、「障害

児、従業者、管理者等」とあるのは「入所している者、職員等」と、前条第４項中「保

育所型事業所内保育事業所」とあるのは「保育所」と読み替えるものとする。 

（平26条例56・旧第７条繰下・一部改正、平29条例16・一部改正、平31条例

11・旧第９条繰下・一部改正、令３条例18・令３条例42・令５条例14・一部改

正） 
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（委任規定） 

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

（平26条例56・追加、平31条例11・旧第10条繰下） 

附 則 

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

２ 第４条第３項（第６条第４項において準用する場合を含む。）の規定は、平成26年４

月１日から適用する。 

３ この条例の施行の際現に存する保育所（この条例の施行の日以後に増築され、又は全

面的に改築されたものを除く。）については、第10条第６項において読み替えて準用す

る第９条第４項中「3.3平方メートル」とあるのは、「1.65平方メートル」とする。 

（平26条例56・平31条例11・一部改正） 

附 則（平成25年９月30日条例第35号） 

この条例は、平成25年10月１日から施行する。 

附 則（平成26年10月１日条例第56号） 

改正 平成31年３月15日条例第11号 

１ この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律（平成24年法律第67号）の施行の日から施行する。 

（施行の日＝平成27年４月１日） 

２ この条例の施行の際現に利用者（放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準（平成26年厚生労働省令第63号。以下「放課後児童健全育成事業基準省令」とい

う。）第１条第２項に規定する利用者をいう。）の支援を行う放課後児童健全育成事業

についてのこの条例の施行の日から起算して５年を経過する日までの間における広島市

児童福祉施設設備基準等条例第８条第１項において引用する放課後児童健全育成事業基

準省令第９条第２項及び第10条第４項並びに同条例第８条第２項の規定の適用について

は、同条第１項において引用する放課後児童健全育成事業基準省令第９条第２項及び同

条例第８条第２項の規定中「おおむね1.65平方メートル」とあるのは「1.00平方メート

ル」と、同条第１項において引用する放課後児童健全育成事業基準省令第10条第４項中

「おおむね40人」とあるのは「60人」とする。 

（平31条例11・一部改正） 

附 則（平成29年３月24日条例第16号） 
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この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月29日条例第17号） 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月15日条例第11号） 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

２ 広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改正する条例（平成26年広島市条例第56

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則（令和元年12月17日条例第22号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月29日条例第18号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第７条第１項第２号の改正規定

は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年６月29日条例第42号） 

この条例は、令和３年７月１日から施行する。ただし、第１条の規定は公布の日から、

第３条の規定は令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月18日条例第24号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年３月16日条例第14号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１条の規定は、公布の日から

施行する。 

 


